
令和８年４月２７日 久留米市製造請負発注表 

 

※「久留米市指定ごみ袋」の名簿登載者を主な資格とした入札です。詳細は「参加条件」参照のこと 

入札番号 入札２１－６  【郵便入札案件】 

品名 久留米市指定ごみ袋の製造請負 

規格 仕様書のとおり（仕様書は契約課ホームページに掲載） 

数量 
家庭用（大） ５，７６０，０００枚  家庭用（小）１，４４０，０００枚 

事業所用（大） １，５６０，０００枚  

履行場所 指定場所 （仕様書に記載） 

納期 指定日  （仕様書に記載） 

予定価格 非公開 

最低制限価格 無 

説明日時及び参集場所 無 

質問書受付期間及び 

受付場所 

 (1) 質疑の受付方法 

  指定様式『質問書』をファックスにて受け付け（様式は市ホームページからダウンロードしてく

ださい） 

 (2) 質疑の受付期間 

   令和８年４月２７日（月）から令和８年５月１１日（月）午後５時１５分まで 

 (3) 質疑のファックス送信先 

  ＦＡＸ ０９４２－３０－９７１３ 久留米市役所 総務部契約課 

 (4) 質疑の回答について 

  質問者にファックスで回答。ただし、質問内容によっては、本市ホームページ上に掲載すること

もあるので、注意すること。 

開札日時及び場所 令和８年５月２１日（木）１４時５０分 

久留米市庁舎１３階 

入札保証金 久留米市契約事務規則第７条第３号の規定に基づき免除 

契約保証金 必要（契約締結時に契約金額の１０％以上を付すこと） 

契約条項を示す場所 総務部契約課（久留米市庁舎１３階） 

支払条件 前払金（無） 部分払（有） 

議会の議決 不要 

参加条件 この競争入札に参加できる者は、入札書の提出期限において、次に掲げる要件を満たしているものと

する。 

 (1) 久留米市物品供給業者有資格者名簿に、「久留米市指定ごみ袋」」で登録があること。 

(2) 久留米市指名停止等措置要綱（平成６年久留米市庁達第６号）による指名停止措置を受けていな

いこと。 

欧州連合等の供給者の

入札参加に関する事項 

(1) この競争入札は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政

令第３７２号。以下「特例政令」という。）の適用を受けるものである。 

(2) 特例政令に規定する欧州連合等の供給者にあっては、上記「参加条件」の(1)に掲げる要件を満た

すことを要しない。 

(3) 特例政令に規定する欧州連合等の供給者であって、久留米市物品供給業者有資格者名簿に登録され

ていない者がこの競争入札への参加を行おうとする場合は、競争入札参加資格審査申請書（物品）（以

下「審査申請書」という。）を提出すること。 

(4) 「審査申請書」の様式は、久留米市契約課ホームページからダウンロードすること。 

(5) 審査申請書の提出期間、場所及び方法 

  期間 本公告の日から令和８年５月１１日（月）まで 

  場所 久留米市庁舎１３階 総務部契約課 

  方法 郵送又は持参（郵送の場合、期間内必着） 



仕様書等の交付 仕様書等は、久留米市契約課ホームページからダウンロードすること。 

入札書等の記載方法 入札の方法等については、次に掲げる事項に留意すること。 

 (1) 入札の方法は、総価入札とし、入札書記載金額は、仕様書に記載している一切の経費を含んだ総

額であること。 

(2) 入札書の金額は算用数字を用い、金額の前に必ず｢￥｣を記入し、消費税及び地方消費税の課税業

者であるか免税業者であるかを問わず、契約を希望する金額から消費税地方消費税に相当する金

額を減じた額を入札書に記載すること。ただし、契約に当たっては、入札書に記載された金額に

消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額をもって契約金額とする。 

 (3) 入札書は指定する様式（様式第１号）を必ず使用し、代表者の住所及び氏名を記入し、登録印を

押印すること。 

 (4) 入札内訳書（様式第２号）には、入札書に記載した内容の内訳を記載すること。なお、入札内訳

書（様式第２号）は、落札者のみ提出する。落札決定後速やかに提出できるよう、あらかじめ準

備しておくこと。 

 (5) 入札書等はボールペン（鉛筆やフリクションペンなど、消去可能な筆記具は不可）で記入するこ

と。 

郵便入札の方法 (1) 入札参加を希望する場合は、入札書（様式第１号）を、長形３号サイズの封筒に封入すること。 

 (2)  (1)の封筒を一般書留又は簡易書留にて、締切日時までに指定場所へ郵送すること。 

締切日時 ： 令和８年５月１９日（火）（必着） 

指定場所 ： 〒８３０－８５２０ 久留米市城南町１５－３ 久留米市役所総務部契約課 

 (3)  (1) の封筒には、表面に入札番号、品名及び入札書在中（赤字）と記入し、裏面に送付者名（商

号又は名称、住所、代表者職氏名及び電話番号）を記入すること。 

入札の辞退 入札書郵送後に辞退をする場合は、開札前までに久留米市総務部契約課に「入札辞退届」を提出する

こと。（様式は市のホームページからダウンロードしてください） 

入札の無効 次のいずれかに該当する入札は無効とする。 

 (1) 入札参加資格のない者が入札したとき。 

 (2) 所定の場所及び日時までに入札書が提出されないとき。 

 (3) 入札書に入札金額の記載がないとき、又は入札金額が判読できないとき。 

 (4) 入札書に記載された事項に誤字又は脱字があって必要事項を確認できないとき。 

 (5) 入札書に入札者又はその代理人の記名押印がないとき。 

 (6) 同一の入札者が２以上の入札をしたとき。 

 (7) 法令又は入札に関する条件に違反したとき 

入札書の引換えの禁止 入札者は、その提出した入札書の引換えをすることができない。ただし、郵便入札については、入札

書の提出締切前であれば入札書の引換えを認める。 

１者入札の取扱い 入札者が１者であった場合においてもその入札は有効とする。 

落札者の決定 開札を行った結果は、次に掲げるとおり決定する。 

 (1) 有効な入札を行った者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者と

して決定する。ただし、その者が複数となった場合には、くじにより落札者を決定する。 

 (2) 予定価格の制限の範囲内で入札した者がなく落札者がいない場合は、再度の郵便入札を行うこと

ができるものとする。ただし、再度の入札で落札しない場合は入札不調とする。 

入札結果等の公表 この入札の結果は、落札者の決定後に久留米市役所契約課において閲覧に供し、本市公式ホームペー

ジに掲載することとする。 

契約書の作成及び締結 落札者は、交付された契約書案を熟読のうえ必要事項を記載、記名押印し、落札者決定の日の翌日か

ら６日以内に、これを提出しなければならない。 

開札の立会い  (1) 開札の立ち会いをしようとする者は、開札時間までに開札場所に参集すること。 

(2) 入札参加者が開札に立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない市の職員を立ち会わせる。 

その他 (1) 入札参加者は、関係法令、この公告及び仕様書等に十分留意のうえ、入札すること。 

 (2) 入札した者は、入札後、この公告及び仕様書等についての不明を理由に異議を申し立てることは

できない。 

 (3) その他必要事項は、地方自治法、久留米市契約事務規則及びその他関係法令の規定するところに

よる。 

 



 

【物品購入等に係る条件付き一般競争入札関係書類】 

 

 

   ◆入札２１－６ 久留米市指定ごみ袋の製造請負 

 

１． 入札書(様式第１号) 

２． 入札内訳書（様式第２号） 

 

 

 

 

 

 （注） 

１．「入札辞退届」「質問書」は市ホームページから 

ダウンロードしてください。 

    【久留米市トップページ ＞ 創業・産業・ビジネス ＞入札契約情報 ＞入札・見積情報 

（物品）＞競争入札（見積り）等の様式一覧（物品）】 

 

２．申込者が使用する印鑑は、入札・契約に係る提出書類すべてに 

同じものを使用してください。（契約課登録印を使用のこと。） 

 

３．特例政令に規定する欧州連合等の供給者であり、有資格者名簿に登録 

されていない方は「競争入札参加資格審査申請書」の提出が必要です。 

様式及び提出要領は市ホームページからダウンロードしてください。 

    【久留米市トップページ＞創業・産業・ビジネス＞入札契約情報＞競争入札参加資格申 

請（物品）＞競争入札参加資格審査申請（物品）のご案内】 

※今回の申請は、当該入札参加資格確認申請を行う契約に係る入札及び 

契約の手続きに限り有効です。 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

【連絡先】 久留米市役所総務部契約課（市役所１３階） 

      物品チーム 

      ＴＥＬ ０９４２－３０－９１７２ 

ＦＡＸ ０９４２－３０－９７１３ 

 



 

 

入札２１－６ 

 

入 札 書 
 

久留米市長 様 

 

 

入札金額 

 拾億 億 千万 百万 拾万 万 千 百 拾 円 

 

品 名 規 格 数 量 金 額 

久留米市指定ごみ袋 

の製造請負 
仕様書のとおり 一式 円 

 

履行期間 令和９年１月２２日まで 納入場所 指定場所 

 

久留米市契約事務規則及び仕様書その他関係書類を承諾の上、上記のとおり入札し

ます。 

 

令和８年５月２１日 

所在地 

商号（名称） 

代表者職氏名               印 

 

 

 

注）１．金額欄には、見積った契約希望金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を減じた

金額を記載してください。 

２．ペン又はボールペンで書いてください。 

３．金額の数字はアラビア数字（1､2､3等）を用い、その頭部に￥を記入してください。 

４．訂正箇所に訂正印がないときは無効となります。また、金額部分は訂正できませんので、 

再度作成し直してください。 

（様式第１号） 



 

 

 

※この様式は、開札後、落札業者のみ提出してください。 

（様式第２号） 

 

久留米市指定ごみ袋入札金額内訳書 

No. 品名 数量 単価 金額 

１ 家庭用（大） ５，７６０，０００枚   

２ 家庭用（小） １，４４０，０００枚   

５ 事業所用（大） １，５６０，０００枚   

小計(消費税抜) 円 

※入札金額と一致のこと 
 

 

 

商号（業者名）： 

 

 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

久留米市指定ごみ袋仕様書 
 

（家庭用 大・小） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

久留米市環境部資源循環推進課 
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１．指定ごみ袋 

 （１）家庭用（大） 

   ①形  状  ガゼット袋 

   ②材  質  低密度ポリエチレン 

   ③寸  法  縦 750mm ×横 360㎜× 厚さ 0.05㎜ 

          ※上下各 10mmのシール部分を含むと縦 770mm（別紙１－１参照） 

          ※左右各 70mmの折込を含むと横 500mm（別紙１－１参照） 

   ④色     黄色半透明 

※東京インキ㈱ PEXマスターカラー表の PEX3065 YELLOW相当。内容物が識

別でき、新聞の活字が透けて読める程度の透明性を有するもの。詳細は担

当者と協議すること。 

   ⑤印刷内容  別紙１－１のとおり 

   ⑥文  字  字体はゴシック体とし、文字色は黒色とする。 

          また、シンボルマーク（別紙３）の色は文字色と同色（１色）とする。 

   ⑦作製枚数  ５，７６０，０００枚 

 

 （２）家庭用（小） 

   ①形  状  ガゼット袋 

   ②材  質  低密度ポリエチレン 

   ③寸  法  縦 580mm ×横 300mm× 厚さ 0.05mm 

          ※上下各 10mmのシール部分を含むと縦 600mm（別紙１－２参照） 

          ※左右各 50mmの折込を含むと横 400mm（別紙１－２参照） 

   ④色     黄色半透明 

※東京インキ㈱ PEXマスターカラー表の PEX3065 YELLOW相当。内容物が識

別でき、新聞の活字が透けて読める程度の透明性を有するもの。詳細は担

当者と協議すること。 

   ⑤印刷内容  別紙１－２のとおり 

   ⑥文  字  字体はゴシック体とし、文字色は黒色とする。 

          また、シンボルマーク（別紙３）の色は文字色と同色（１色）とする。 

   ⑦作製枚数  １，４４０，０００枚 

 

２．外装袋 

 （１）家庭用（大） 

   ①形  状  指定ごみ袋を１枚ずつ無理なく取り出すことができるよう、外装袋下部に

半月状のミシン目を入れ、取り出し口を設けること。 

   ②材  質  低密度ポリエチレン 

   ③寸  法  縦 230㎜ ×横 220mm ×厚さ 0.03㎜以上  

※上下各 10mmのシール部分を含むと縦 250㎜（別紙４－１参照） 

   ④色     無色透明（白濁不可） 

   ⑤印刷内容  別紙４－１、別紙５－１のとおり 

   ⑥文  字  字体はゴシック体とする。 

          表示：下地は白で文字色は黒色とする。 

          バーコード表示：文字及びバー表示は黒色で下地は白色とする。 

 

 （２）家庭用（小） 

   ①形  状  指定ごみ袋を１枚ずつ無理なく取り出すことができるよう、外装袋下部に

半月状のミシン目を入れ、取り出し口を設けること。 

   ②材  質  低密度ポリエチレン 
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   ③寸  法  縦 200㎜×横 190mm ×厚さ 0.03㎜以上  

※上下各 10mmのシール部分を含むと縦 220㎜（別紙４－２参照） 

   ④色     無色透明（白濁不可） 

   ⑤印刷内容  別紙４－２、別紙５－２のとおり 

   ⑥文  字  字体はゴシック体とする。 

          表示：下地は白で文字色は黒色とする。 

          バーコード表示：文字及びバー表示は黒色で下地は白色とする。 

 

３．包装（梱包） 

 （１）家庭用（大） 

   ① 指定ごみ袋１０枚単位として、外装袋に入れること。 

     なお、指定ごみ袋を外装袋に梱包する際は、１枚折り（縦２回，横１回）とし、１枚

ずつ取り出せるタイプとする。 

   ② 指定ごみ袋１０枚単位として入れた外装袋１０袋を、ビニール袋等で包み隙間の無い

ようにテープ止めしたものを１梱包とし、さらに、４梱包を段ボール箱に入れること。

なお、段ボール箱は潰れにくい・破れにくいものを使用すること。 

   ③ 段ボール箱表面に、種類が分かるように『１．家庭用ごみ袋（大）（４００枚入り）』

と表示するとともに、製造年月日、ロット番号等を表示すること。（別紙６－１） 

 

 （２）家庭用（小） 

   ① 指定ごみ袋１０枚単位として、外装袋に入れること。 

     なお、指定ごみ袋を外装袋に梱包する際は、１枚折り（縦２回，横１回）とし、１枚

ずつ取り出せるタイプとする。 

   ② 指定ごみ袋１０枚単位として入れた外装袋１０袋を、ビニール袋等で包み隙間の無い

ようにテープ止めしたものを１梱包とし、さらに、４梱包を段ボール箱に入れること。

なお、段ボール箱は潰れにくい・破れにくいものを使用すること。 

   ③ 段ボール箱表面に、種類が分かるように『２．家庭用ごみ袋（小）（４００枚入り）』

と表示するとともに、製造年月日、ロット番号等を表示すること。（別紙６－２） 

 

４．品質及び強度 

 （１）家庭用（大） 

   ① 焼却しても塩化水素等の有害ガスを発生しないもの。 

   ② 家庭用品品質表示法による品質表示のできる製品とする。 

   ③ 原料には、再生原料及び炭酸カルシウムの混入不可。 

   ④ ＪＩＳ規格Ｚ１７０２の１種Ｂに準ずるもの。 

   ⑤ 厚さは０．０５㎜以上であること（許容差については、ＪＩＳ規格Ｚ１７１１－１９

９４の規定６．２（２）の表６に適合すること。）。 

   ⑥ １５㍑の水を入れ３時間以上吊り下げる検査に耐えるものとする。また、１５㍑の水

を入れ、１０秒間に検査員の手で約５０㎝の高低差で上下に１０回振った際、水漏れ等

（底抜け・破れ等）の不備が生じないこと。 

   ⑦ 水を付け、手で数回揉んでもインクの剥離がなく、また市販のセロハンテープを印刷

面に貼り付けた後に剥がしてもインクの剥離がないこと。 

     また、紫外線等に強い耐光性に優れたインクを使用すること。 

  

 （２）家庭用（小） 

   ① 焼却しても塩化水素等の有害ガスを発生しないもの。 

   ② 家庭用品品質表示法による品質表示のできる製品とする。 

   ③ 原料には、再生原料及び炭酸カルシウムの混入不可。 
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   ④ ＪＩＳ規格Ｚ１７０２の１種Ｂに準ずるもの。 

   ⑤ 厚さは０．０５㎜以上であること（許容差については、ＪＩＳ規格Ｚ１７１１－１９

９４の規定６．２（２）の表６に適合すること。）。 

   ⑥ １０㍑の水を入れ３時間以上吊り下げる検査に耐えるものとする。また、１０㍑の水

を入れ、１０秒間に検査員の手で約５０㎝の高低差で上下に１０回振った際、水漏れ等

（底抜け・破れ等）の不備が生じないこと。 

   ⑦ 水を付け、手で数回揉んでもインクの剥離がなく、また市販のセロハンテープを印刷

面に貼り付けた後に剥がしてもインクの剥離がないこと。 

     また、紫外線等に強い耐光性に優れたインクを使用すること。 

 

５．検査・・・家庭用（大）、（小）共通 

 （１）事前検査 

   ① 落札後、本製造に入る前に本市担当者と偽造防止加工等についての協議を行った後、

サンプルを作製し本市へ１梱包（指定ごみ袋１０枚単位として入れた外装袋１０袋）提

出すること。 

     併せて、国内の第三者機関（国、県の公的機関及び工業化標準化法に基づく指定検査

機関等）で検査（引張・伸び強度、厚み、衝撃度）を受けた検査結果書（原本）を提出

すること。 

     なお、これら検査等に関する費用は契約業者の負担とする。 

   ② 市は、①にて提出されたサンプル及び書類等が、「４．品質及び強度」の（１）及び（２）

の③・④・⑤・⑥・⑦に適合しているかを検査する。 

   ③ この検査が不合格となった場合は、本市の指示に従い、問題点を改善し、速やかに再

検査のためのサンプルを提出するものとする。 

   ④ 本市が②の検査により品質を確認後、本格的な生産を行うこと。 

 

 （２）納品検査 

   ① 毎回の納品時に納品された指定ごみ袋から、本市が無作為に一部抽出して、本仕様及

び本市の指示した事項並びに本市と協議のうえ決定した事項に適合しているか確認する。 

     この検査のために抽出した指定ごみ袋は、納品枚数に計上しない。（抽出枚数は段ボー

ル１箱（４００枚）とする。） 

   ② 納品ごとに、引張・伸び強度、厚みについて、第三者機関による検査を行い、報告書

を提出すること。 

   ③ ①及び②の検査は外観と一部抽出の検査により合否を判断することから、後日不良品

があった場合は契約業者負担で合格品と交換するものとする。 

   ④ ①及び②の検査で不合格となった場合は、ただちに納品場所から撤去のうえ、本市の

指示に従い、処分すること。なお、撤去及び処分に係る費用は契約業者の負担とする。 

   ⑤ 納品時に確認できない部分の段ボール箱の破損も後日交換すること。 

 

６．製造管理等・・・家庭用（大）、（小）共通 

 （１）製造管理について 

   ① 落札後、速やかに本製品の製造から納品までの工程表を作成し、本市の担当課に提出

すること。 

     また、製造過程の写真と共に、製造工場の報告を書類にて提出すること。 

     なお、製造工場を変更する場合は、その旨を書類にて報告すること。 

   ② 生産にあたってはライン毎の生産日､生産枚数の管理の徹底を図り､不良品対策及び品

質管理に万全を期すこと。（ロット番号等による製品管理） 

   ③ 本格生産開始後は毎月定期及びランダムな自社内検査（吊下げ等）を実施し、自社内

検査に関する資料を提出すること。 
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 （２）不良品の対応について 

     不良品等（破れやすい、底抜け、縦裂け、変色、枚数不足、バーコード読み取り不可

等）が出た場合は、次のように対応すること。 

   ① 市民及び事業所から不良品が出た場合、契約業者は本市の指示に従い、当日（遅くと

も翌日）までに相手方を訪問のうえ、合格品と無償で交換すること。 

     なお、本市においても不良品等の交換に備えるため、家庭用（大）1箱、家庭用（小）

１梱包の予備品を無償で納品すること。 

   ② ロット番号等により、不良品の発生経過及び原因等について早急に分析し、不良品の

数量等を報告すること。後日、改善策と併せて文書で報告するものとする。 

     なお、品質及び強度等に問題があると判断される場合は、回収した不良品を契約業者

の負担にて第三者機関への検査を求めることもある。 

   ③ 不良品の数量が多量であると判断される場合は、契約業者が責任をもって倉庫在庫分

及び販売店の調査を行うとともに交換等を行うこと。 

   ④ 不良品等の発生状況によっては、市民の手元にある袋及び販売店の在庫の回収を含め

て、再製造などの対応を要する場合もある。 

 

７．納品時期・納品数量 

 

 

 納品時期 

納品数量 

家庭用大袋 家庭用小袋 

第１回 令和 8年 8月 17日 ～ 令和 8年 8月 21日 960,000 枚 240,000 枚 

第２回 令和 8年 9月 14日 ～ 令和 8年 9月 18日 960,000 枚 240,000 枚 

第３回 令和 8年 10月 13日 ～ 令和 8年 10月 16日 960,000 枚 240,000 枚 

第４回 令和 8年 11月 16日 ～ 令和 8年 11月 20日 960,000 枚 240,000 枚 

第５回 令和 8年 12月 14日 ～ 令和 8年 12月 18日 960,000 枚 240,000 枚 

第６回 令和 9年 1月 18日 ～ 令和 9年 1月 22日 960,000 枚 240,000 枚 

   合 計 5,760,000 枚 1,440,000 枚 

 

８．納品について 

（１）納品先は次のとおりとする。 

   事業者名：日本通運株式会社鳥栖ロジスティクスセンター 

   所在地 ：佐賀県鳥栖市藤木町１５９２番７ 

   電話番号：０９４２－８５－０２０２ 

 

（２）納品について 

① 上記の納品先業者と納品日及び日々の納入数量や積付け等について、十分に協議・調

整を行うこと。調整が整い次第、事前にその計画を市へ報告すること。 

 

② 日本通運のパレットを事前に借用、もしくは同規格のパレットを事前に準備し、パレ

ットに積んだ状態で搬入すること。また、市の指定する納品場所において、荷降ろしま

で行うこと。大型車搬入可。フォークリフト有り。 

 

③ パレットに積む際は、荷崩れ及び箱の破損が起きないように十分注意すること。荷崩

れしそうな場合は、積み直しを求める場合がある。なお、積み直しに関する費用は、契
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約業者の負担とする。 

 

④ 1,100㎜×1,100㎜のパレットにパレットの高さ 150㎜を含む 1,500㎜を上限とし、積

むこと。また、詳細は納品先業者と協議すること。 

 

⑤ 日本通運株式会社鳥栖ロジティクスセンターの在庫状況により、納品先を変更する場

合がある。 

 

⑥ 納品時には、納品数量がわかるよう納品書を作成し、本市担当課と納品先のそれぞれ

に提出すること。なお、納品日及び納品枚数については、納品倉庫の状況等によっては

変更する場合がある。 

 

９．その他 

  その他詳細については、本市担当者と協議を行うこと。 

   【連絡先】 

    環境部 資源循環推進課 

    福岡県久留米市荘島町３７５ （電話）０９４２－３０－９１４３ 
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【別紙１－１】 

指定ごみ袋（家庭用：大） 

 

 
 
 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ ※Ａの寸法外に上部と下部、 

750㎜ 360 ㎜ 70㎜ 150㎜ 30㎜ 50㎜ それぞれ 10㎜の接着部分あり 

むすび方のイラスト 

（別紙２） 

シンボルマーク 

（別紙３） 

Ｆ Ｆ Ｂ 

Ａ 

Ｃ Ｃ 

Ｄ 

Ｅ

 
Ｅ

 

 

 

○生ごみは水切りをしましょう！ 

○資源物などはきちんと分別しましょう！ 

○「もったいないの心」でごみを 

減らしましょう！ 

「もやせるごみ」と「もやせないごみ」の 
どちらにも使えます。まぜずにそれぞれ 
決められた日に出してください。 

久留米市指定ごみ袋 

記号 

※担当課と協議 

折込の寸法 
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【別紙１－２】 

指定ごみ袋（家庭用：小） 

 

 

 
 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ ※Ａの寸法外に上部と下部、 

580㎜ 300㎜ 50㎜ 150㎜ 30㎜ 40㎜ それぞれ 10㎜の接着部分あり 

 

むすび方のイラスト 

（別紙２） 

シンボルマーク 

（別紙３） 

記号 

※担当課と協議 

Ｆ Ｆ 
Ｂ 

Ａ 

Ｃ 

Ｄ 

Ｅ

 
Ｅ

 

Ｃ 

 

 

○生ごみは水切りをしましょう！ 

○資源物などはきちんと分別しましょう！ 

○「もったいないの心」でごみを 

減らしましょう！ 

「もやせるごみ」と「もやせないごみ」の 
どちらにも使えます。まぜずにそれぞれ  
決められた日に出してください。 

久留米市指定ごみ袋 

折込の寸法 
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【別紙２】 

 

むすび方のイラスト 
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【別紙３】 

 

シンボルマーク 
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【別紙４－１】 

外装袋（家庭用：大） 

 

 

Ａ Ｂ 

230㎜ 220㎜ 

                 ※Ａの寸法外に上部と下部と 

                 それぞれ 10㎜の接着部分あり 

 

 

Ｂ 

Ａ 

記号 

※担当課と協議 

2022.09.01 001 
製造年月日、ロット番号等 

ください。 

0.05    

久留米市指定ごみ袋 
家庭用（大） 

「もやせるごみ」と「もやせないごみ」の
どちらにも使えます。まぜずにそれぞれ 
決められた日に出してください。 

 ３５０ 

35 

枠の中は白地

地 

バーコードは 

別紙５－１参照 

表示者は 

別紙５－１参照 

770    

よ 
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【別紙４－２】 

外装袋（家庭用：小） 

   

 
 

Ａ Ｂ 

200㎜ 190㎜ 

                ※Ａの寸法外に上部と下部と 

                 それぞれ 10㎜の接着部分あり 

Ｂ 

Ａ 

記号 

※担当課と協議 

2022.09.01 001 
製造年月日、ロット番号等 

ください。 

0.05    

 

久留米市指定ごみ袋 
家庭用（小） 

「もやせるごみ」と「もやせないごみ」の
どちらにも使えます。まぜずにそれぞれ 
決められた日に出してください。 

２００ 

20 

枠の中は白地

地 

バーコードは 

別紙５－２参照 

表示者は 

別紙５－２参照 

600    

よ 
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【別紙５－１】 

 

外装袋への表示（家庭用：大） 

 

① 家庭用品品質表示法の合成樹脂加工品質規定による表示 

 

家庭用品品質表示法に基づく表示 

 

 原料樹脂  ポリエチレン 

 耐冷温度  －３０度 

 寸  法  外形  500×770(ﾐﾘﾒｰﾄﾙ) 

       厚さ  0.05    (ﾐﾘﾒｰﾄﾙ) 

 枚  数  １０枚 

 取扱上の注意  火のそばに置かないでください｡ 

 表 示 者  久留米市役所 環境部 

       久留米市荘島町３７５番地 

       電話 ３０－９１４３ 

 

 

 ②製造物責任法（ＰＬ法）に基づく警告表示 

 

          取扱上の注意 

 

    警告 ● この袋は、幼児や子供にとって窒息 

         などの危険が伴うものです。 

         幼児や子供の手の届くところに置か 

         ないでください。 

  

    注意 ● 突起物のあるものを入れると材質上 

         破れることがありますので、ご注意 

         ください。 

       ● 可燃物ですので、火のそばに置か 

         ないでください。 

       ● 摩擦により衣服に色がつく場合が 

         ありますので、こすらないように 

         してください。 

 

 

 ③バーコード（ＪＡＮコード） 

 

         ＧＳ１事業者ｺｰﾄﾞ 商品ｱｲﾃﾑｺｰﾄﾞ ﾁｪｯｸﾃﾞｼﾞｯﾄ    

  家庭用（大）  ４９３８０８６  ００００１   ９    

 

バーコード（参考）サイズは横 37.29mm、縦 25.93mm 

     
 

！ 
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【別紙５－２】 

 

外装袋への表示（家庭用：小） 

 

 ①家庭用品品質表示法の合成樹脂加工品質規定による表示 

 

家庭用品品質表示法に基づく表示 

 

 原料樹脂  ポリエチレン 

 耐冷温度  －３０度 

 寸  法  外形  400×600(ﾐﾘﾒｰﾄﾙ) 

       厚さ  0.05    (ﾐﾘﾒｰﾄﾙ) 

 枚  数  １０枚 

 取扱上の注意  火のそばに置かないでください｡ 

 表 示 者  久留米市役所 環境部 

       久留米市荘島町３７５番地 

       電話 ３０－９１４３ 

 

 

 ②製造物責任法（ＰＬ法）に基づく警告表示 

 

          取扱上の注意 

 

    警告 ● この袋は、幼児や子供にとって窒息 

         などの危険が伴うものです。 

         幼児や子供の手の届くところに置か 

         ないでください。 

  

    注意 ● 突起物のあるものを入れると材質上 

         破れることがありますので、ご注意 

         ください。 

       ● 可燃物ですので、火のそばに置か 

         ないでください。 

       ● 摩擦により衣服に色がつく場合が 

         ありますので、こすらないように 

         してください。 

 

 

 ③バーコード（ＪＡＮコード） 

 

        ＧＳ１事業者ｺｰﾄﾞ 商品ｱｲﾃﾑｺｰﾄﾞ ﾁｪｯｸﾃﾞｼﾞｯﾄ   

  家庭用（小） ４９３８０８６  ００００２   ６     

 

バーコード（参考）サイズは横 37.29mm、縦 25.93mm 

   
 

！ 
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【別紙６－１】 

 

段ボール箱包装（家庭用：大） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  製品名等の表示 

 

  製造年月日、ロット番号等 

 

 １．家庭用ごみ袋（大） 

   （４００枚入り） 
 

 

 

 

 

 

 

記号 

※担当課と協議 

製品名等の表示 

長辺の接する面の 

両面に表示すること。 
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【別紙６－２】 

 

段ボール箱包装（家庭用：小） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  製品名等の表示 

 

  製造年月日、ロット番号等 

 

 ２．家庭用ごみ袋（小） 

   （４００枚入り） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記号 

※担当課と協議 

製品名等の表示 

長辺の接する面の 

両面に表示すること。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

久留米市指定ごみ袋仕様書 
 

（事業所用 大） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

久留米市環境部資源循環推進課 
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１．指定ごみ袋 

 （１）事業所専用燃やせるごみ（大） 

   ①形  状  平袋 

   ②材  質  低密度ポリエチレン 

   ③寸  法  縦 800mm ×横 650㎜× 厚さ 0.05㎜ 

※下部 10mmのシールを含むと縦 810mm（別紙１－１参照） 

   ④色     無色透明（白濁不可） 

   ⑤印刷内容  別紙１－１のとおり 

   ⑥文  字  字体はゴシック体とし、文字色は紺色とする。 

   ⑦作成枚数  １，５６０，０００枚 

 

２．外装袋 

 （１）事業所専用燃やせるごみ（大） 

   ①形  状  指定ごみ袋を１枚ずつ無理なく取り出すことができるよう、外装袋

下部に半月状のミシン目を入れ、取り出し口を設けること。 

   ②材  質  低密度ポリエチレン 

   ③寸  法  縦 360㎜ ×横 240mm ×厚さ 0.03㎜以上 

※上下各 10mmのシール部分を含むと縦 380㎜（別紙２－１参照） 

   ④色     桃色半透明 

   ⑤印刷内容  別紙２－１、別紙３－１のとおり 

   ⑥文  字  字体はゴシック体とする。 

          商品表示：文字色は黒色とする。 

          バーコード表示：文字及びバー表示は黒色で下地は白色とする。 

 

３．包装（梱包） 

 （１）事業所専用燃やせるごみ（大） 

   ① 指定ごみ袋１０枚単位として、外装袋に入れること。 

     なお、指定ごみ袋を外装袋に梱包する際は、１枚折り（縦２回，横１回）とし、

１枚ずつ取り出せるタイプとする。 

   ② 指定ごみ袋１０枚単位として入れた外装袋１０袋を、ビニール袋等で包み隙間

の無いようにテープ止めしたものを１梱包とし、さらに、２梱包を段ボール箱に

入れること。なお、段ボール箱は潰れにくい・破れにくいものを使用すること。 

   ③ 段ボール箱表面に、種類が分かるように『３．事業所専用ごみ袋（大）（２００

枚入り）』と表示するとともに、製造年月日、ロット番号等を表示すること。（別

紙４－１） 

 

４．品質及び強度 

 （１）事業所専用燃やせるごみ（大） 

   ① 焼却しても塩化水素等の有害ガスを発生しないもの。 

   ② 家庭用品品質表示法による品質表示のできる製品とする。 

   ③ 原料には再生原料及び炭酸カルシウムの混入不可。 

   ④ ＪＩＳ規格Ｚ１７０２の１種Ｂに準ずるもの。 

   ⑤ 厚さ０．０５㎜以上であること（許容差については、ＪＩＳ規格Ｚ１７１１－

１９９４の規定６．２（２）の表６に適合すること。）。 

   ⑥ ２０㍑の水を入れ３時間以上吊り下げる検査に耐えるものとする。また、２０

㍑の水を入れ、１０秒間に検査員の手で約５０㎝の高低差で上下に１０回振った

際、水漏れ等（底抜け・破れ等）の不備が生じないこと。 

   ⑦ 水を付け、手で数回揉んでもインクの剥離がなく、また市販のセロハンテープ
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を印刷面に貼り付けた後に剥がしてもインクの剥離がないこと。 

     また、紫外線等に強い耐光性に優れたインクを使用すること。 

 

５．検査・・・事業所専用燃やせるごみ（大） 

 （１）事前検査 

   ① 落札後、本製造に入る前にサンプルを作製し、本市へ１梱包（指定ごみ袋１０

枚単位として入れた外装袋１０袋）提出すること。 

     併せて、国内の第三者機関（国、県の公的機関及び工業化標準化法に基づく指

定検査機関等）で検査（引張・伸び強度、厚み、衝撃度）を受けた検査結果書（原

本）を提出すること。 

     なお、これら検査等に関する費用は契約業者の負担とする。 

   ② 市は、①にて提出されたサンプル及び書類等が、「４．品質及び強度」の（１）

の③・④・⑤・⑥・⑦に適合しているかを検査する。 

   ③ この検査が不合格となった場合は、本市の指示に従い、問題点を改善し、速や

かに再検査のためのサンプルを提出するものとする。 

   ④ 本市が②の検査により品質を確認後、本格的な生産を行うこと。 

 

 （２）納品検査 

   ① 毎回の納品時に納品された指定ごみ袋から、本市が無作為に一部抽出して、本

仕様及び本市の指示した事項並びに本市と協議のうえ決定した事項に適合してい

るか確認する。 

     この検査のために抽出した指定ごみ袋は、納品枚数に計上しない。（抽出枚数は

段ボール１箱（２００枚）とする。） 

   ② 納品ごとに、引張・伸び強度、厚みについて、第三者機関による検査を行い、

報告書を提出すること。 

   ③ この検査は外観と一部抽出の検査により合否を判断することから、後日不良品

があった場合は契約業者負担で合格品と交換するものとする。 

   ④ 検査不合格となった場合は、ただちに納品場所から撤去のうえ、本市の指示に

従い、処分すること。なお、撤去及び処分に係る費用は契約業者の負担とする。 

   ⑤ 納品時に確認できない部分の段ボール箱の破損も後日交換すること。 

 

 

６．製造管理等・・・事業所専用燃やせるごみ（大） 

 （１）製造管理について 

   ① 落札後、速やかに本製品の製造から納品までの工程表を作成し、本市の担当課

に提出すること。 

     また、製造過程の写真と共に、製造工場の報告を書類にて提出すること。 

     なお、製造工程を変更する場合は、その旨を書類にて報告すること。 

   ② 生産にあたってはライン毎の生産日､生産枚数の管理の徹底を図り､不良品対策

及び品質管理に万全を期すこと。（ロット番号等による製品管理） 

   ③ 本格生産開始後は毎月定期及びランダムな自社内検査（吊下げ等）を実施し、

自社内検査に関する資料を提出すること。 

 

 （２）不良品の対応について 

    不良品等（破れやすい、底抜け、縦裂け、変色、枚数不足、バーコード読み取り

不可等）が出た場合は、次のように対応すること。 

   ① 市民及び事業所から不良品が出た場合、契約業者は本市の指示に従い、当日（遅

くとも翌日）までに相手方を訪問のうえ、合格品と無償で交換すること。 
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     なお、本市においても不良品等の交換に備えるため、事業所専用燃やせるごみ

（大）１箱の予備品を無償で納品すること。 

   ② ロット番号等により、不良品の発生経過及び原因等について早急に分析し、不

良品の数量等を報告すること。後日、改善策と併せて文書で報告するものとする。 

     なお、品質及び強度等に問題があると判断される場合は、回収した不良品を契

約業者の負担にて第三者機関への検査を求めることもある。 

   ③ 不良品の数量が多量であると判断される場合は、契約業者が責任をもって倉庫

在庫分及び販売店の調査を行うとともに交換等を行うこと。 

   ④ 不良品等の発生状況によっては、市民の手元にある袋及び販売店の在庫の回収

を含めて、再製造などの対応を要する場合もある。 

 

７．納品日、納品枚数及び納品場所 

 （１）事業所専用燃やせるごみ（大） 

   ①久留米地域（久留米市地区環境衛生連合会）分 

 

 納品時期 

納品数量 

事業用大袋 

第１回 令和 8年 8月 17日 ～ 令和 8年 8月 21日 210,000 枚 

第２回 令和 8年 9月 14日 ～ 令和 8年 9月 18日 210,000 枚 

第３回 令和 8年 10月 13日 ～ 令和 8年 10月 16日 210,000 枚 

第４回 令和 8年 11月 16日 ～ 令和 8年 11月 20日 210,000 枚 

第５回 令和 8年 12月 14日 ～ 令和 8年 12月 18日 210,000 枚 

第６回 令和 9年 1月 18日 ～ 令和 9年 1月 22日 210,000 枚 

   合 計 1,260.000 枚 

 

納品場所は次のとおりとする。 

   事業者名：日本通運株式会社鳥栖ロジスティクスセンター 

   所在地 ：佐賀県鳥栖市藤木町１５９２番７ 

   電話番号： ０９４２－８５－０２０２ 

 

   ②久留米地域（久留米市一般廃棄物処理業協同組合）分 

 

 納品時期 

納品数量 

事業用大袋 

第１回 令和 8年 8月 17日 ～ 令和 8年 8月 21日 100,000 枚 

第２回 令和 8年 10月 13日 ～ 令和 8年 10月 16日 100,000 枚 

第３回 令和 8年 12月 14日 ～ 令和 8年 12月 18日 100,000 枚 

   合 計 300,000 枚 

 

納品場所は次のとおりとする。 

   事業者名：久留米一般廃棄物処理業協同組合 

   所在地 ：久留米市津福本町２３４８－２８ 

   電話番号：０９４２－３８－８００１ 
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８．納品について 

 （１）納品について 

① 上記の納品先業者と納品日及び日々の納入数量や積付け等について、十分に協

議・調整を行うこと。調整が整い次第、事前にその計画を市へ報告すること。 

 

② 日本通運株式会社鳥栖ロジスティクスセンターに納品する場合、パレットを事

前に借用、もしくは同規格のパレットを事前に準備し、パレットに積んだ状態で

搬入すること。 

一般廃棄物処理業協同組合に納品する場合、パレットを事前に借用し、パレッ

トに積んだ状態で搬入すること。 

また、市の指定する納品場所において、荷降ろしまで行うこと。大型車搬入可。

フォークリフト有り。 

 

③ パレットに積む際は、荷崩れ及び箱の破損が起きないように十分注意すること。

荷崩れしそうな場合は、積み直しを求める場合がある。なお、積み直しに関する

費用は、契約業者の負担とする。 

 

④ 日本通運株式会社鳥栖ロジスティクスセンターに納品する場合、1,100 ㎜×

1,100㎜のパレットにパレットの高さ 150㎜を含む 1,500㎜を上限とし、積むこと。 

一般廃棄物処理業協同組合に納品する場合、1,100㎜×1,000㎜のパレットにパ

レットの高さ 150㎜を含む 1,500㎜を上限とし、積むこと。 

また、詳細は納品先業者と協議すること。 

 

⑤ 久留米地域（久留米市地区環境衛生連合会）分については、久留米一般廃棄物

処理業協同組合の在庫状況により、納品先を久留米一般廃棄物処理業協同組合（久

留米市津福本町２３４８－２８）に変更する場合がある。 

 

⑥ 納品時には、納品数量がわかるよう納品書を作成し、本市担当課と納品先のそ

れぞれに提出すること。なお、納品日及び納品枚数については、納品倉庫の状況

等によっては変更する場合がある。 

 

 

９．その他 

   その他詳細については、本市担当者と協議を行うこと。 

【連絡先】 

    環境部 資源循環推進課 

    福岡県久留米市荘島町３７５ （電話）０９４２－３０－９１４３ 
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【別紙１－１】 

指定ごみ袋（事業所専用燃やせるごみ：大） 

 

 
 

 
 
 

Ａ Ｂ ※Ａの寸法外、下部に    

800㎜ 650㎜  10㎜のシール部分    

 

記号 
※担当課と協議 

Ｂ 

Ａ 

文字色は紺 
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【別紙２－１】 

 

外装袋（事業所専用燃やせるごみ：大） 

   

 

 
 

Ａ Ｂ 

360㎜ 240㎜ 

                ※Ａの寸法外に上部と下部と 

                 それぞれ 10㎜のシール部分 

Ｂ 

Ａ 

記号 

※担当課と協議 

2014.09.01 001 
製造年月日、ロット番号等 

 

900円（消費税等込） 
ごみ処理手数料 １袋９０円 

ください。 

バーコードは 

別紙３－１参照 

表示者は 

別紙３－１参照 

810 
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【別紙３－１】 

 

外装袋への表示（事業所専用燃やせるごみ：大） 

 

① 家庭用品品質表示法の合成樹脂加工品質規定による表示 

 

家庭用品品質表示法に基づく表示 

 

 原料樹脂  ポリエチレン 

 耐冷温度  －３０度 

 寸  法  外形  650×810(ﾐﾘﾒｰﾄﾙ) 

       厚さ  0.05    (ﾐﾘﾒｰﾄﾙ) 

 枚  数  １０枚 

 取扱上の注意  火のそばに置かないでください｡ 

 表 示 者  久留米市役所 環境部 

       久留米市荘島町３７５番地 

       電話 ３０－９１４３ 

 

 

 ②製造物責任法（ＰＬ法）に基づく警告表示 

 

          取扱上の注意 

 

    警告 ● この袋は、幼児や子供にとって窒息 

         などの危険が伴うものです。 

         幼児や子供の手の届くところに置か 

         ないでください。 

  

    注意 ● 突起物のあるものを入れると材質上 

         破れることがありますので、ご注意 

         ください。 

       ● 可燃物ですので、火のそばに置か 

         ないでください。 

       ● 摩擦により衣服に色がつく場合が 

         ありますので、こすらないように 

         してください。 

 

 

 ③バーコード（ＪＡＮコード） 

 

           ＧＳ１事業者ｺｰﾄﾞ  商品ｱｲﾃﾑｺｰﾄﾞ ﾁｪｯｸﾃﾞｼﾞｯﾄ  

 事業所専用ごみ袋（大）４９３８０８６  ００００３   ３  

 

バーコード（参考）サイズは横 37.29mm、縦 25.93mm 

  
 

！ 
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【別紙４－１】 

 

段ボール箱包装（事業所専用燃やせるごみ：大） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  製品名等の表示 

 

  製造年月日、ロット番号等 

 

３．事業所専用ごみ袋（大） 

   （２００枚入り） 
 

 

 

 

 

記号 

※担当課と協議 

製品名等の表示 

長辺の接する面の 

両面に表示すること。 


